
平成２２年４月の労働基準法改正により、

残業に対する企業の人件費負担の増大が避けられない時代がやって来ました。

この負担を企業はどうするか、改正点への具体的対応、今後の残業管理のあり方などを、

経営側の視点から分かりやすくお話しします。

参加申込書
切 り 取 ら ず に ご 送 付 く だ さ い

平成２２年

 

６月２日（水）
１４：００～１５：３０

□講師紹介□
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申込先／ＦＡＸ

 

０９２－４８２－１５２３

 

福岡商工会議所

 

経営支援グループ行

お問い合わせ：福岡商工会議所

 

経営支援グループ

 

ＴＥＬ：092-441-2161

 

担当：宮崎・鯉川
※本申込書にご記入いただきました個人情報につきましては、本事業の実施のために利用するほか、当所からの各種連絡・情報提供等に使用させていただきます。

日 時

場 所
福岡商工会議所
５０５会議室

定

 

員

 

：

 

１００名（先着順・事前にお申し込みください）

対

 

象

 

：

 

企業の経営者、総務・労務担当者

主

 

催

 

：

 

福岡商工会議所

 

経営支援グループ

福 岡 商 工 会 議 所

 

講 習 会

受 講 無 料 ！

企業・事業所名

住 所

ＴＥＬ ＦＡＸ

お名前
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所属・役職
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http://keiei-online.jp/け い え い
クリック

通常の労働保険・社会保険の手続き業務に加え、企業防衛の為の就業規則の作成など、

労務管理に関する法的整備のコンサルティング、事業再生・事業承継おける労務問題対応、

労働者・退職者などとの労使紛争解決支援、訴訟対策支援など、企業における労務の「困った」の

解決に力を入れています。

定員に達しお断りする以外はこちらから連絡致しません。

福岡市博多区博多駅前２丁目９－２８

福岡商工会議所ビル5階

□内

 

容□

１．残業をめぐる法規制

２．今回の改正の概略

３．残業は「管理（コントロール）」の時代へ

４．社長、それは「管理」とは言いません

５．改正点への具体的対応

６．法改正を踏まえた「管理」とは
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